広島市こども文化科学館受入案内業務仕様書

１　業務実施日時

⑴　業務日及び業務体制

別表のとおり

注１）配置人員は、業務実施期間中における当該業務の最低人員とし、必要な配置人員については、発注者及び受注者協議の上、決定すること。

注２）発注者が必要と認める場合または、発注者が承認した場合、配置人員を変更・調整することができる。
⑵　当館業務に従事する時間

午前９時００分から午後５時００分までとする。

ただし、上記は開館時間であり、始業・終業時刻は、開・閉館に伴う着替え、諸準備、ミーティング、整理、戸締り等の開館前、閉館後に要する時間を含んだ勤務時間を受注者が設定すること。また、毎日午前８時３０分からの館の職員朝礼には、従業員から１名を出席させ、その者については午後４時３０分までの勤務とすること。

２　委託業務内容

⑴　館内４ポストにおける業務（別紙１のとおり）

ア　インフォメーション

イ　団体受入・案内

ウ　展示場

エ　事務室

⑵　現場責任者業務（別紙２のとおり）

３　業務実施にあたっての留意事項
⑴　受注者は、「館の受入案内基本方針（別紙３）」に則って業務を実施すること。
⑵　受注者は、来館者受入案内に関する効果的な業務手順を策定し、事前に発注者の承認を得た上で、これを成文化すること。また、新たに発生した業務手順等についても発注者の承認を得た上で業務マニュアルに加筆整理し、これを次年度へ引継ぐことができるようにしておくこと。

⑶　受注者は従業員について専従の常勤者４名及び非常勤者を別表「令和８年度業務実施カレンダー案　受入案内業務」に基づき人員配置を行うこと。
なお、常勤者４名（うち、現場責任者週４～５日体制）は１日の勤務時間を7時間とし、午前・午後で人員が変わらないようにすること。１年間を通して同じ者を勤務させること（学生不可）が望ましい。
また、従業員は博物館、企業等における受付等の経験を有する者で保育士資格、教員免許保持者、またはそれと同等な経験、能力を有すると認められる者であることが望ましい。
⑷　受注者は、業務の企画運営及び従業員への指導・指揮を行う能力と責任を持つ者を選任し、常勤の従業員のうち１名を現場責任者として、当館に専従として配置すること。
⑸　受注者は、あらかじめ常勤の従業員の中から現場責任者の代行者を選任しておき、現場責任者が不在の時などには、代行者にその業務を行わせること。

⑹　受注者は、こども文化科学館が公共的な教育施設であることを認識し、別紙に定める業務を十分に行える能力をもち、来館者に対し明るく親切にかつ的確な応対ができる資質を有する者を従事させること。

⑺　受注者は、次の要件を満たす者を従業員の中に１名以上配置させること。

ア　オリエンテーションの経験をもつ者

イ　パソコンを使用した書類や掲示物の作成が可能である者

⑻　受注者は従業員に、常に統一した制服を着用させ、名札を着用させること。名札は館の作成したものを貸与する。なお、制服は夏用・冬用の両方を用意し、デザインについては事前に発注者の承認を得て選定すること。

⑼　受注者は、業務内容を十分に把握すると共に、年度当初から業務が円滑に行われるよう、現場訓練等の研修を委託業務開始前に日曜日を含む３日間程度実施し、従業員の指揮、監督、指導を行い、その結果について書面で発注者に報告すること。
⑽　受注者は、案内、接遇水準の維持・向上のため、発注者と協議の上、従業員に対し、閑散期等の空き時間等を利用して、全員が受けられるよう教育研修を実施すること。

４　業務に関する報告事項

⑴　受注者はあらかじめ発注者に対し、現場責任者及び他の従業員の資格等経歴を報告すること。現場責任者及び他の従業員に変更があった場合も同様とする。

⑵　公益財団法人広島市文化財団委託契約約款第６条に定める委託業務実施計画書は年間計画書とし、契約締結後速やかに提出し、発注者の承認を得ること。

⑶　従業員の月間勤務予定表は、前月末日までに提出して、発注者の承認を得ること。
⑷　委託契約約款第１２条１項に定める委託業務実施報告書は、業務日誌及び１か月分の業務内容を記載した月間報告書とし、受注者は、業務日誌については業務終了の翌日（休日等についてはその翌日）に、月間報告書については翌月１０日までに（ただし３月３１日の運転日報及び３月の月間報告書については、３月３１日の業務終了後に）、それぞれ所定の様式により発注者に提出するものとする。
５　検査完了期日（期限）
発注者による毎月の業務の検査完了期日（期限）は、翌月１９日（ただし、実施報告書を受領した日の翌日から起算して９日目に当たる日が早く到来する場合は、当該日）とする。ただし、これらの日が３月３１日を超える場合は３月３１日とする。

６　経費等の負担

⑴　受注者は、業務に必要な限りで、従業員の控室・給湯室等、発注者の施設の一部を無償で使用できる。

⑵　受注者が業務を行う上で、館において使用する電気・ガス及び水道の使用料は発注者の負担とする。ただし、受注者は、その使用にあたって極力節減に努めるものとする。
⑶　従業員の着用する制服の製作・保守にかかる費用は受注者の負担とする。

７　その他

⑴　受注者は、従業員の心身の健康に留意し、労使協定を締結し、労使関係を友好に保つこと。

⑵　受注者は、従業員に対し、法律で定められた社会保険加入や年次有給休暇等の必要な福利厚生措置を施すこと。

⑶　受注者は、緊急・非常事態においては、来館者の誘導等臨機応変な措置がとれるよう努めること。

⑷　この仕様書に疑義のあるとき、または定めのない事項については発注者と受注者が協議して定めるものとする。

別紙１（各ポストの業務内容）

１　インフォメーション

⑴　開館前・閉館前後の業務

ア　開館前ミーティング（挨拶発声練習・当日の団体・視察・備品貸出等来客予定や館の事業・管理運営に関する情報確認）/毎日（当日勤務する者全員）

イ　売店準備、片付け/平日、臨時職員不在時

(ｱ)　釣銭金庫の受け渡し（安全面を考慮し、当日とする）

(ｲ)　ケース内照明の点灯、消灯

(ｳ)　商品販売日計表の作成、提出
ウ　来館者数用のカウンターリセット

エ　玄関自動ドアの開錠・施錠（玄関鍵の管理及び電源操作を含む。）

オ　プラネタリウム案内パネル（玄関前・エレベーター前）の設置、撤去、プラネタリウム投影開始時刻の掲示、取替/投影実施日

カ　プラネタリウム投影内容等（学習投影、星空投影、小人無料等）の掲示、取替

キ　デジタルサイネージの点灯、消灯

ク　教室など事業関係看板の記載、設置、取替/随時
ケ　アポロホールで開催される事業の自動ドアへのポスター掲示/事業実施日
コ　団体配布パンフレット・注意事項用紙・人数及び時間等の写しの準備/閉館前
サ　昼食会場利用書の処理、拾得金・紛失届等への記入/随時
シ　休館日または閉館の看板の設置、撤去
ス　インフォメーションにおいて使用した電源の消灯/閉館時
セ　滞在者や不審者、迷子等の有無の確認、声掛け、見送り/閉館時
ソ　館内トイレの消灯/閉館時
タ　自販機コーナーの点灯・消灯
チ　館内窓・トイレの施錠確認/閉館時
ツ　傘立・傘袋等の準備・撤去/雨天時
テ　必要に応じて館内椅子の配置変え
ト　祝日の国旗掲揚・降納
ナ　業務日誌に必要事項を記入、押印（当日勤務した者のみ）、提出/毎日

⑵　来館者への対応
ア　来館者・退館者への挨拶・声掛け、案内全般
イ　問い合わせ対応及び担当部署への取り次ぎ
(ｱ)　館の管理運営に関すること
（設立年、設立趣旨、開館時間、駐車場の有無、空調、視察、調査研究、装飾等）
(ｲ)　事業に関すること
（プラネタリウム・教室・ホール事業等の時間や内容、プラネタリウム券売機の案内、備品や会議室の使用依頼）
(ｳ)　広島市こども図書館に関すること
（休館日・開館時間・返却ボックスの位置・事業予定等）
(ｴ)　周辺施設に関すること
（公共施設、飲食店、公園、喫煙場所、記念碑、物産店、宿泊施設、近隣有料駐車場の位置等）
(ｵ)　その他
（天文関係、科学研究、事業予定、交通機関、施設に関する条例、財団催し等）

ウ　ロッカーの鍵貸出、記帳、放置してある荷物の監視・持ち主へのロッカー案内

エ　教室指導講師等関係者へのゲートの鍵の貸出、案内

オ　希望者の授乳室（医務室）への案内
カ　希望者への地図、パンフレット、ガイドブック等の配布

キ　高齢者・幼児・障害者の案内・介助（ベビーカー、車椅子等の利用案内・補助）

ク　各種鍵の管理

ケ　来館記念スタンプの押印
⑶　インフォメーションにおける放送

ア　閉館案内（閉館の３０分前、５分前、必要に応じて混雑時のみ１５分前）

イ　プラネタリウム案内（投影１５分前、５分前）

ウ　サイエンスショー案内（開始１０分前、５分前、閑散時は繰り返して放送）

エ　ホール事業時刻案内（開場前、開始１５分前、５分前）
オ　その他、館が必要とする館内放送の案内（別途指示あり）
カ　教室の定員割れ時、ワークショップの定刻放送及び閑散時の随時案内

キ　集合、飲食、駐輪、落し物、その他諸注意に関する放送

ク　迷子の放送

ケ　呼び出しの放送

⑷　トラブル発生時の初期対応

ア　傷病の疑いがある場合は声かけ、必要に応じて傷病者を医務室へ案内

イ　軽症の場合は救急箱や保冷剤等で応急処置

ウ　重傷等緊急を要する場合は、初動処置をするとともに担当部署へ状況連絡

エ　事故や災害による負傷者や急患などを敏速に病院へ運ぶための補佐

オ　館外での負傷者への必要に応じた処置

カ　遺失物の管理、対応

キ　不審者、不審物を発見した場合の初期対応及び担当部署への連絡

ク　来館者の避難誘導

ケ　保護者不在の場合の声掛け、指導、状況確認（幼児の泣き声、喧嘩等）

コ　迷子の対応

(ｱ)　名前や年齢、保護者、同伴者等の情報や状況の把握
(ｲ)　迷子の監視

(ｳ)　館内及び館周辺の捜索（必要に応じて）

サ　汚物等のある場合は清掃委託業者へ連絡、清掃・消毒要請

シ　着替え下着の管理、譲渡

ス　必要に応じて殺虫剤や消臭剤の使用

⑸　管理運営・事業の補助

ア　教室申込持参葉書の受付等

イ　当日教室申込者の対応、連絡

ウ　科学館だより年間購読の送付台帳記入・管理

エ　ホール等における事業の補佐

オ　ワークショップ等開催当日に見本を受付机へ展示
カ　プラネタリウムチケット販売状況の掲示

キ　パンフレット、チラシ類の在庫確認と補充（連絡）、増刷の補佐等

ク　指導講師、共催者、来賓などの案内、連絡、補佐等

ケ　玄関等への季節毎の館内装飾作成、保管・管理

⑹　売店における物品販売

ア　売上金・釣銭の管理

イ　レジ操作

ウ　売上チェック表の記入、提出

エ　来館者への簡易な商品説明

オ　必要に応じて両替

カ　担当部署への一万円札両替要請

キ　商品及び見本の監視

ク　必要に応じて在庫確認及び在庫品薄商品を担当部署へ連絡

ケ　入荷・廃盤商品の把握

コ　自販機コーナーの販売機トラブル発生時の初期対応、担当部署への連絡
⑺　その他インフォメーション業務に付随した業務

２　団体受入・案内

⑴　団体予約、受入準備
ア　電話・FAX・来館等での受付と予約簿への必要事項記入、管理
イ　プラネタリウム観覧料減免申請書の送付と処理等
ウ　利用申込書の送付と処置
エ　当館利用確認書の記入及び送付、処理等
ただし、発送に係る経費は発注者の負担とする。
オ　団体下見の対応（予約確認、予約受付、対象者には減免手続き等）
カ　下見団体の受入業務日誌への記録
キ　団体配布パンフレット・注意事項用紙・人数及び時間等の写しの準備/前日
ク　プラネタリウム席割り表の作成、提出（平日）/前日
ケ　雨天時昼食会場（アポロホール、会議室等）の予約受付
コ　雨天時昼食会場の貸出し準備（会場使用書、空調・照明点灯・解錠・施錠等）
サ　書類送付用の切手の管理
シ　書類送付部数、送付先のデータ訂正・追加等
ス　次年度の団体配布用利用案内の作成
セ　たなばた投影(幼児向け学習投影)にかかる案内の送付と処理等
ただし、発送に係る経費は発注者の負担とする。
⑵　当日対応
ア　引率者・添乗員・代表者等の受付（人数・行動予定・集合時間・集合場所確認）
イ　プラネタリウム観覧の場合は、券売窓口へ人数等を連絡
ウ　パンフレット等の配付
エ　必要に応じて引率者・添乗員・代表者等との打ち合わせ
オ　挨拶・館内説明などマイクを使用した来館オリエンテーション説明（対象年齢や来館目的に応じた内容で口調や所要時間を変えて実施）
カ　注意事項等説明（走ることの禁止、飲食禁止、たんけんとりで諸注意、トイレ等の位置等）
キ　必要に応じて、手荷物の置き場所の確保・案内
ク　雨天時傘立・傘袋・紐入の準備・片付
ケ　雨天時傘袋・紐の補充、傘立て周辺の簡易清掃
コ　雨天時昼食の準備・案内（解錠・施錠、照明の点灯・消灯・空調調節依頼及び清掃依頼の連絡等）
サ　プラネタリウム投影前の誘導・席案内
シ　予約なしで来館した団体等への当日対応
ス　予約が間に合わなかった場合の減免手続・処理、券売窓口への連絡

⑵　その他団体・受入業務に付随した業務

３　展示場

⑴　故障破損事故などの際の担当部署及び展示保守点検業者への連絡・対応要請
⑵　開館中の展示品の監視、安全確認、不審者等の有無・状況確認
⑶　禁止事項（飲食禁止・一方通行、立入禁止、取扱間違い）などへの注意、声掛け
⑷　開館時の展示確認、担当職員の補佐
⑸　閉館時のフロア・トイレ巡回
⑹　イベント等開催時の看板の出入
⑺　簡易な展示案内及び取扱い説明（案内及び説明に係る知識の習熟を含む）
⑻　簡易清掃（冷水機周辺、玄関、自販機コーナー、ゴミ箱周辺、トイレ等）

⑼　来館者アンケート用紙の増刷・補充
⑽　来館者アンケート用紙の提出及び筆記用具管理、整理
⑾　展示にかかる注意事項等掲示物の作成・設置
⑿　その他展示場業務に付随した業務

４　事務室
⑴　問い合わせ等にかかる職員業務分担の把握・取次
⑵　電話応対・担当部署への取り次ぎ
⑶　原則として昼時間（12時～13時）の受付対応全般。
⑷　教室及びホール事業のポスター作成（日程・内容を表記、手書きイラスト等入り）
⑸　プラネタリウム番組タイトル表示作成
⑹　各種ポスター、チラシ、館内表示等の貼り付け及び補佐
⑺　教室申込書の整理、不備のある場合は連絡・確認、落選の場合の必要事項記入
⑻　教室申込葉書の抽選及び返信葉書の印刷、発送
⑼　教室定員割れ時の追加申込の受付、対応
⑽　教室キャンセル発生時の対応及びキャンセル待ち申込者への連絡、対応
⑾　開催日用ワークショップキャプション作成（教室前及びインフォメーション用）
⑿　サイエンスショー掲示用タイトル表示作成
⒀　臨時休館日、投影の無い日等の館内表示の作成
⒁　旅行会社や学校等希望者への利用案内・パンフレット等の発送
ただし、発送に係る経費は発注者の負担とする。
⒂　プラネタリウムポスター団体利用案内等の発送補佐
⒃　団体予約簿・利用案内・各種一覧等の作成
⒄　来館者からの礼状への返信（葉書作成、返信日記録、職員回覧後の保管を含む）
⒅　講演会等の参加申込受付、不備の確認、集約、一覧の作成・担当部署への随時連絡
⒆　日々の入館者数のボードへの記入
⒇　その他事務室業務に付随した業務

別紙２（現場責任者の業務内容）

現場責任者業務内容
現場責任者は、「インフォメーション」「団体受入・案内」「展示場」「事務室」に加え、
以下の業務を行う。
⑴　日常業務における発注者との協議・打合せ・連絡調整
⑵　従業員の総括・指揮・連絡調整
⑶　従業員の月間勤務予定表の作成及び提出・提示・従業員への配付
⑷　従業員のシフト・ローテーション管理
⑸　受入案内業務日誌及び月間受入報告書の作成・提出
⑹　業務マニュアルの管理（整理加筆等を含む）・提出
別紙３
受入案内基本方針
１．目的
　温かくもてなす心構え（ホスピタリティー）と洗練された技能・知識に基づいた的確かつ臨機応変な受入案内を行うことで、展示体験や普及事業等の学習効果を高めるとともに、心地よく遇されることの充足感を来館者にもたらし、余暇利用や生涯学習に資する科学館施設としての利便性向上と利用促進を図り、設置理念の達成に寄与することを目的とする。
２．基本方針　　　　　　　

⑴　広島市こども文化科学館の設置理念・事業方針に基づき、展示や普及事業の内容を活性化し、効果向上に資する重要業務であることを踏まえ、受入案内業務を実施する。

⑵　当館は「国際平和文化都市」を掲げる広島のこどもを主な対象者とした、文化施設であること、並びに生涯学習・余暇利用に対する需要が質・量共に高まってきていることへの対応が要請されている社会教育施設であることを認識し、基本的な受入案内業務の充実はもとより、施設の顔として洗練された接遇技術の向上を図る。

「来館者が施設をより楽しみ活用する」ための案内役であることを認識し、様々な来館者やその利用形態に柔軟に対応する「来館者の立場に立った」受入案内を実施する。
